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３ 福岡市屋外広告物条例の一部を改正する条例案（議案第75号） 

１ 改正理由 
    広告宣伝用自動車（車検証の「車体の形状」に「放送宣伝」と記載されている自動車。以下、「広告宣伝

車」という。）について、市の良好な景観を形成するため、自動車の外面を利用する広告物又は掲出物件に

ついて、面積の制限を行う等の必要があるため、福岡市屋外広告物条例の一部を改正するもの。 

２ 内容 
（１）許可手続きが必要となる車両の対象拡大（市内本拠に加え、市内を走行するすべての広告宣伝車）

第６条の適用除外について、道路運送車両法に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の

本拠の位置が市域にないものについて適用除外する際に、広告宣伝車については含まないものとするた

めの改正を行う。 

（２）車体利用広告物に対する面積制限の追加
第9条の規格の設定について、自動車の外面を利用して表示する広告物又は掲出物件についての面

積を、市長が別に認める場合を除き、２０平方メートル以内とする。 

３ 公布、施行期日 
令和8年 4月1日  公布 

令和8年10月1日  施行 

４ 経過措置 
車体利用広告物に対する面積制限の規定は、公布の日前に表示又は設置の許可（許可の更新を含む。）

の申請がされた広告物又は掲出物件については、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例

による。 
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福岡市屋外広告物条例(昭和47年福岡市条例第60号)新旧対照表 

旧 新 

第１条～第５条  （略） 第１条～第５条  （略） 

(適用除外) (適用除外) 

第６条 次に掲げる広告物又は掲出物件について
は、第３条から前条までの規定は、適用しない。 

第６条 次に掲げる広告物又は掲出物件について
は、第３条から前条までの規定は、適用しない。 

(1) 他の法令の規定により表示する広告物又
はこれの掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつ
て表示する広告物又はこれの掲出物件

(3) 公職選挙法（昭和25年法律第100号）に
よる選挙運動のために使用するポスター、立
札等又はこれらの掲出物件

(4) 公益上やむを得ないもので緊急に公衆に
表示することを必要とする広告物又はこれの
掲出物件

(1) 他の法令の規定により表示する広告物又
はこれの掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつ
て表示する広告物又はこれの掲出物件

(3) 公職選挙法（昭和25年法律第100号）に
よる選挙運動のために使用するポスター、立
札等又はこれらの掲出物件

(4) 公益上やむを得ないもので緊急に公衆に
表示することを必要とする広告物又はこれの
掲出物件

２ 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第
３条及び前条の規定は、適用しない。 

２ 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第
３条及び前条の規定は、適用しない。 

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は
自己の事業若しくは営業の内容を表示するた
め、自己の住所又は事業所、営業所若しくは
作業場に表示する広告物又はこれの掲出物
件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の
必要に基づき表示する広告物又はこれの掲
出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示す
る広告物又はこれの掲出物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場
の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出
物件

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は
自己の事業若しくは営業の内容を表示するた
め、自己の住所又は事業所、営業所若しくは
作業場に表示する広告物又はこれの掲出物
件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の
必要に基づき表示する広告物又はこれの掲
出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示す
る広告物又はこれの掲出物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場
の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出
物件

（５） 道路運送車両法（昭和26年法律第185
号）に基づく登録を受けた自動車で、当該登
録に係る使用の本拠の位置が市域に存しな
いもの（広告宣伝用自動車（自動車検査証に
車体の形状（道路運送車両法施行規則（昭
和26年運輸省令第74号）第35条の３第１項
第７号に規定する車体の形状をいう。）として
放送宣伝と記載されている自動車をいう。）を
除く。）の外面を利用する広告物又はこれの掲
出物件 

（5） 人、車両（電車及び自動車を除く。）、船舶
等に表示する広告物又はこれの掲出物件

（6） 人、車両（電車又は自動車を除く。）、船舶
等に表示する広告物又はこれの掲出物件

３～７ （略） ３～７ （略） 

第7条・第８条  （略） 第7条・第８条  （略） 
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旧 新 

(規格の設定) (規格の設定) 

第９条 次に掲げる広告物又は掲出物件について、
市長がその表示又は設置の位置、形状、規模、
色調等について規格を設けたときは、当該規格
によらなければならない。 

第９条 次に掲げる広告物又は掲出物件につい
て、市長がその表示又は設置の位置、形状、規
模、色調等について規格を設けたときは、当該規
格によらなければならない。 

(1) 広告塔
(2) 広告板
(3) 建築物の壁面を利用するもの
(4) 電柱類を利用するもの
(5) 立看板
(6) はり紙、はり札の類
(7) 建物より突出する形式のもの
(8) 電車又は自動車の外面を利用するもの

(1) 広告塔
(2) 広告板
(3) 建築物の壁面を利用するもの
(4) 電柱類を利用するもの
(5) 立看板
(6) はり紙、はり札の類
(7) 建物より突出する形式のもの
(8) 電車又は自動車の外面を利用するもの

２  自動車の外面を利用する広告物又は掲出物 
件については、前項に規定する規格によるほか、
一車両に表示し、又は設置する面積の合計は、
20平方メートル以内とする。ただし、市の良好な
景観の形成に資する者として市長が認める者が
表示し、又は設置する広告物又は掲出物件にあ
つては、この限りでない。 

２ 前  項の規定にかかわらず、広告景観誘導地
区(良好な景観を形成し、又は風致を維持する
上で特に必要があると市長が認めて指定した
区域をいう。以下同じ。)において、前  項各号に
掲げる広告物又は掲出物件について規格を別
に設けたときは、当該規格によらなければならな
い。 

３ 前２項の規定にかかわらず、広告景観誘導地区
(良好な景観を形成し、又は風致を維持する上
で特に必要があると市長が認めて指定した区
域をいう。以下同じ。)において、第１項各号に掲
げる広告物又は掲出物件について規格を別に
設けたときは、当該規格によらなければならな
い。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特にやむを
得ないと認めて許可した場合には、前２項の規
格によらずに広告物を表示し、又は掲出物件を
設置することができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長が特にやむを
得ないと認めて許可した場合には、前3項の規
格によらずに広告物を表示し、又は掲出物件を
設置することができる。 

（広告物協定） 
第9条の2 土地等、広告物若しくは掲出物件を所

有し、又は使用する権原を有する者（以下「土地
所有者等」という。）は、一定の区域を定め、当該
区域内の良好な景観の形成又は風致の維持若
しくは向上を図るため、前条第1項又は第2項の
規定により設けた規格に加えて、広告物又は掲
出物件の位置、形状、規模、色調等の規格に関
する事項について協定（以下「広告物協定」と
いう。）を締結しようとするときは、規則で定める
ところにより当該広告物協定が当該区域内の良
好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上
に寄与する旨の市長の認定を受けなければなら
ない。 

2～６  （略） 

（広告物協定） 
第9条の2 土地等、広告物若しくは掲出物件を所

有し、又は使用する権原を有する者（以下「土地
所有者等」という。）は、一定の区域を定め、当該
区域内の良好な景観の形成又は風致の維持若
しくは向上を図るため、前条第１項から第３項ま
での規定により設けた規格に加えて、広告物又
は掲出物件の位置、形状、規模、色調等の規格
に関する事項について協定（以下「広告物協
定」という。）を締結しようとするときは、規則で定
めるところにより当該広告物協定が当該区域内
の良好な景観の形成又は風致の維持若しくは
向上に寄与する旨の市長の認定を受けなけれ
ばならない。 

2～６  （略） 
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旧 新 

第10条～第23条 （略） 第10条～第23条  （略） 

（告示） 
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合は、その旨を告示しなければならない。 
（１） 第3条第1号から第5号まで若しくは第7

号、第4条第1項第7号若しくは第11号又は
第9条第２項の規定により指定をし、又は当該
指定を変更し、若しくは廃止したとき。

（２） 第9条第1項又は第2項の規定による規格
を設け、又はこれらを変更したとき。

（３） （略）

（告示） 
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合は、その旨を告示しなければならない。 
（１） 第3条第1号から第5号まで若しくは第7

号、第4条第1項第7号若しくは第11号又は
第９条第３項の規定により指定をし、又は当該
指定を変更し、若しくは廃止したとき。

（２） 第9条第1項又は第３項の規定による規格
を設け、又はこれらを変更したとき。

（３） （略）

第25条～第41条  （略） 第25条～第41条  （略） 

第42条 市長は、次に掲げる場合においては、審議
会の意見を聞かなければならない。 
（１）～（３） （略） 
（４） 第9条第1項又は第2項の規定による規格

を設け、又は変更しようとするとき。
（５） 第9条第2項の規定により広告景観誘導

地区を指定し、又は変更しようとするとき。
（６） 第9条第３項の規定による許可をしようと

するとき。

第42条 市長は、次に掲げる場合においては、審
議会の意見を聞かなければならない。 
（１）～（３） （略） 
（４） 第9条第1項から第3項までの規定による

規格を設け、又は変更しようとするとき。
（５） 第9条第3項の規定により広告景観誘導

地区を指定し、又は変更しようとするとき。
（６） 第9条第4項の規定による許可をしようと

するとき。

第43条～第49条  （略） 第43条～第49条  （略） 

附 則 附 則 

（施行期日） 
１  この条例は、令和８年10月１日から施行する。 

（経過措置） 
２  この条例の公布の日前に表示又は設置の許 

可（許可の更新を含む。）の申請がされた広告
物又は掲出物件で、その表示又は設置の面積
がこの条例による改正後の福岡市屋外広告物
条例第９条第２項の規定に適合しないものにつ
いては、当該許可の期間が満了するまでの間
は、なお従前の例による。 
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課長※交通ネットワークを兼務

都市計画部交通計画課長が兼務

都心創生部都心交通課長が兼務

課長※大規模民間開発調整を兼務

跡地計画課長が兼務

課長※交通ネットワークを兼務

総)企画調整部企画課長を兼務

経）創業推進部長が兼務

植 物 園 8 （花みどり係、企画広報係、主査）

動 物 園 47 （庶務係、主査(兼)、主査、施設係、飼育第１係、飼育第２係、飼育第３係）

68
課長※フラワーショー 5 （主査④）

一 人 一 花 推 進 部 一 人 一 花 推 進 課 7 （共働係、啓発係）

み ど り 整 備 課 16 （技術管理係、整備第１係、整備第２係）

Park ‐ PFI 推 進 課 7 （推進第１係、推進第２係、推進第３係）

み ど り 活 用 課 6 （活用係、事業推進係）

み ど り 運 営 課 14 （管理運営係、財産・霊園係、大規模公園係、緑地・街路樹係）

61
み ど り 推 進 課 6 （推進係、啓発係）

・Smart EAST

み ど り 推 進 部 み ど り 企 画 課 11 （企画係、計画調整係、事業計画係）

・Smart EAST

部長※イノベーション推進

課長※イノベーション推進 8 （主査③）

Smart EAST基盤整備課 11 （事業計画係、工事係、換地係、補償係）

36
Smart EAST基盤計画課 7 （基盤計画係、開発調整係、主査）

九大まちづくり推進部 計 画 調 整 課 9 （推進係、計画係、調整係）

都 心 交 通 課 7 （都心交通係、交通プロジェクト推進係）

課長※ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進
港）港湾計画部事業推進課長が兼務

課長※ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進
経）観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部課長※MICE施設整備が兼務

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進課 5 （計画推進係、事業調整係、まちづくり推進係）

30
都 心 事 業 推 進 課 6 （事業推進第１係、事業推進第２係、主査）

都 心 創 生 部 都 心 創 生 課 11 （計画調整係、誘導支援係、都心プロジェクト推進係、都心プロジェクト調整係）

課長※大規模民間開発調整 1 （主査）

跡 地 計 画 課 4 （事業推進係、主査）

31
都 市 景 観 室 11 （推進係、主査、屋外広告物第１係、屋外広告物第２係）

地域まちづくり推進部 地 域 計 画 課 14 （管理調整係、地域計画第１係、地域計画第２係、事業支援係、主査）

開 発 ・ 盛 土 指 導 課 11 （開発指導第１係、開発指導第２係、盛土指導第１係、盛土指導第２係）

建 築 調 整 課 9 （建築調整第１係、建築調整第２係、拡幅推進係）

建 築 審 査 課 16 （建築係、建築福祉係、構造係、設備係）

建 築 物 安 全 推 進 課 10 （空家対策・リサイクル係、耐震化促進係）

69
監 察 指 導 課 9 （監察第１係、監察第２係）

建 築 指 導 部 建 築 指 導 課 13 （計画係、指導係、道路判定係）

住 宅 運 営 課 13 （運営係、主査、訴訟・整理係）

住 宅 管 理 課 9 （企画係、施設管理係、財産活用係）

住 宅 建 設 課 21 （建設第１係、建設第２係、電気係、機械係、主査）

72
建 替 ・ 改 善 課 16 （建替第１係、建替第２係、建替第３係、改善係）

住 宅 部 住 宅 計 画 課 12 （住宅計画係、調整係、居住支援係）

課長※交通ネットワーク

部長※交通ネットワーク 課長※交通ネットワーク

地 域 交 通 課 10 （企画調整係、公共交通支援第１係、公共交通支援第２係）

35
交 通 計 画 課 11 （政策係、計画係、主査）

都 市 計 画 部 都 市 計 画 課 12 （都市計画係、土地利用係、地区計画係、地籍調査係）

16
企 画 課 5 （企画係、主査）

理 事

総 務 部 総 務 課 10 （総務係、財務係）

住 宅 都 市 み ど り 局 421

理 事

　　令和７年度　（R7.4.1時点）

４　組織編成案

2理事 10部 37課 100係 19主査

※会計年度任用職員 96名
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課長※交通ネットワークを兼務

都市計画部交通計画課長が兼務

都心創生部都心交通課長が兼務

課長※大規模民間開発調整を兼務

跡地計画課長が兼務

課長※交通ネットワークを兼務

総)企画調整部企画課長を兼務

経）創業推進部長が兼務

（飼育第１係、飼育第２係、飼育第３係、主査(兼)）

植 物 園 4 （花みどり係、主査(兼)）

動 植 物 園 課 17 （総務係、企画経営係、施設係、主査）

動 物 園 33

6 （共働係、啓発係）
67

課長※フラワーショー 6 （主査④）

一 人 一 花 推 進 部 一 人 一 花 推 進 課

み ど り 整 備 課 17 （技術管理係、整備第１係、整備第２係、主査）

Park ‐ PFI 推 進 課 7 （推進第１係、推進第２係、推進第３係）

み ど り 活 用 課 6 （活用係、事業推進係）

（推進係、啓発係）

み ど り 運 営 課 14 （管理運営係、用地管理係、大規模公園係、緑地・街路樹係）

み ど り 企 画 課 11 （企画係、計画調整係、事業計画係）
62

み ど り 推 進 課 6

・Smart EAST

み ど り 推 進 部

・Smart EAST

部長※イノベーション推進

課長※イノベーション推進 8 （主査③）

Smart EAST基盤整備課 11 （事業計画係、工事係、換地係、補償・調整係）

9 （推進係、計画係、調整係）
36

Smart EAST基盤計画課 7 （基盤計画係、開発調整係、主査）

九大まちづくり推進部 計 画 調 整 課

都 心 交 通 課 7 （都心交通係、交通プロジェクト推進係）

課長※ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進
港）事業調整部事業調整課長が兼務

課長※ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進
経）観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部課長※MICE施設整備が兼務

7 （事業推進第１係、事業推進第２係、主査）

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄまちづくり推進課 5 （計画推進係、事業調整係、まちづくり推進係）

11 （計画調整係、誘導支援係、都心プロジェクト推進係、都心プロジェクト調整係）

31
都 心 事 業 推 進 課

都 心 創 生 部 都 心 創 生 課

課長※大規模民間開発調整 1 （主査）

跡 地 計 画 課 4 （事業推進係、主査）

14 （管理調整係、地域計画第１係、地域計画第２係、事業支援係、主査）
31

都 市 景 観 室 11 （推進係、主査、屋外広告物第１係、屋外広告物第２係）

地域まちづくり推進部 地 域 計 画 課

開 発 ・ 盛 土 指 導 課 11 （開発指導第１係、開発指導第２係、盛土指導第１係、盛土指導第２係）

建 築 調 整 課 9 （建築調整第１係、建築調整第２係、拡幅推進係）

建 築 審 査 課 16 （建築係、建築福祉係、構造係、設備係）

建 築 物 安 全 推 進 課 10 （空家対策・リサイクル係、耐震化促進係）

13 （計画係、指導係、道路判定係）
69

監 察 指 導 課 9 （監察第１係、監察第２係）

建 築 指 導 部 建 築 指 導 課

住 宅 運 営 課 13 （運営係、主査、訴訟・整理係）

住 宅 管 理 課 9 （企画係、施設管理係、財産活用係）

住 宅 建 設 課 21 （建設第１係、建設第２係、電気係、機械係、主査）

13 （住宅計画係、調整係、居住支援係）
74

建 替 ・ 改 善 課 17 （建替第１係、建替第２係、建替第３係、改善係、主査）

住 宅 部 住 宅 計 画 課

課長※交通ネットワーク

部長※交通ネットワーク 課長※交通ネットワーク

地 域 交 通 課 11 （企画調整係、公共交通支援第１係、公共交通支援第２係）

（都市計画係、土地利用係、地区計画係、地籍調査係）
36

交 通 計 画 課 11 （政策係、計画係、主査）

都 市 計 画 部 都 市 計 画 課 12

総 務 課 10 （総務係、財務係）
16

企 画 課 5 （企画係、主査）

理 事

総 務 部

住 宅 都 市 み ど り 局 425

理 事

　　令和８年度　（R8.4.1時点）

： 変更等

2理事 10部 38課 100係 20主査

※会計年度任用職員 107名

-76-



１．定期募集

方式 市政だより
案内書配布/
申込み受付期間

選考方法など 抽選会場

５月１日号

６月１日号

８月１日号

11月１日号

12月１日号

２月１日号

２．随時募集

　子育て（乳幼児）世帯や高齢者世帯等の要件に２つ以上該当する世帯を、抽選によらず特に緊急に住宅を

必要とする者として審査を行い、優先的に入居を決定する。（ひとり親世帯、犯罪・DV被害者世帯については

２つ以上に該当することを要しない。）

　随時（平日の９時から１７時まで）、市住宅供給公社募集課窓口にて申込みを受け付ける。

＜参考＞

※募集案内書の配布

※インターネット申請

定期募集（抽選方式）については、郵送・窓口の受付に加えて、インターネットによる受付を実施する。
（ポイント方式、随時募集を除く。）

２
月
募
集

抽選方式
２月３日（水）から
２月１２日（金）まで

抽選会：３月４日（木）
早良市民センター

（予定）

申込み受付期間中、情報プラザ（市役所１階）、各区役所、西部・入部出張所、なみきスクエア、市住宅供給
公社にて募集案内書を配布する。

11
月
募
集

抽選方式
１１月４日（水）から
１１月１３日（金）まで

抽選会：１２月３日（木） 早良市民センター

12
月
募
集

ポイント方式
１１月２５日（水）から
１２月４日（金）まで

住環境・住宅困窮度を数値化
して、合計ポイントの高い世帯
を選考し、抽選によらず入居
を決定する。

６
月
募
集

ポイント方式
６月３日（水）から
６月１２日（金）まで

住環境・住宅困窮度を数値化
して、合計ポイントの高い世帯
を選考し、抽選によらず入居
を決定する。

８
月
募
集

抽選方式
８月５日（水）から
８月１４日（金）まで

抽選会：９月３日（木） 早良市民センター

令和８年度　市営住宅入居者募集計画について（予定）

５
月
募
集

抽選方式
５月７日（木）から
５月１５日（金）まで

抽選会：６月４日（木） 早良市民センター

-77-




	（資料１）当初予算案等説明資料※局外用（260226修正）.pdf
	（資料１）議案資料表紙※局外用_260217.pdf
	バインダー1.pdf
	（資料１）当初予算案等説明資料※局外用.pdf
	バインダー1.pdf
	（条例案1）【都市景観室】福岡市景観条例の一部を改正する条例案
	（条例案2）【都市景観室】福岡市屋外広告物条例の一部を改正する条例案
	組織編制案（PDF）
	【分科会資料】令和８年度市営住宅入居者募集計画について（予定）
	空白ページ
	空白ページ




	★最終版0306（条例案1）福岡市景観条例の一部を改正する条例案.pdf
	★最終版0306（条例案2）福岡市屋外広告物条例の一部を改正する条例案.pdf



